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序　　文序　　文序　　文序　　文序　　文

　日本国政府は、フィリピン共和国政府の要請に基づき、同国の国家灌漑庁（NIA）の運営強化に

係る調査を実施することを決定し、国際協力事業団がこの調査を実施することとなりました。

　当事業団からは、本格調査に先立ち、本格調査の円滑かつ効率的な実施を図るため、平成12年

３月13日から３月23日の11日間にわたり、当事業団フィリピン事務所次長　須藤和男を団長とす

る事前調査団を現地に派遣しました。

　同調査団は、フィリピン政府関係者との協議並びに現地調査を行い、要請背景・内容等を確認

し、本格調査に関する実施細則（I/A）に署名しました。

　本調査報告書は、本格調査実施に向け、参考資料として広く関係者に活用されることを願い、

取りまとめたものです。

　終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。

　平成12年５月
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第１章　事前調査の概要第１章　事前調査の概要第１章　事前調査の概要第１章　事前調査の概要第１章　事前調査の概要

１－１　調査名及び実施受入機関

(1) 調査名

　和文：フィリピン国家灌漑庁運営強化計画調査

　英文：The Study on Strengthening of  NIA's Management System

(2) 実施受入機関

　和文：国家灌漑庁

　英文：National Irrigation Administration (NIA)

１－２　要請の背景及び経緯

　フィリピン国において、農業はGDPの20.9％、総輸出額の11.3％を占めるとともに、労働人口

の39.3％に雇用を提供する基幹産業の１つである（1996年統計）。また、当国の人口は高水準の

増加率で増加を続けており（年率2.3％）、需要が国内の食糧生産を上回ることから、結果として

食糧輸入が増加している状況である。こうした状況から、現エストラーダ政権は貧困撲滅と食糧

安全保障を最重点課題として掲げ、その具体的手段として農業開発が急務であることを表明して

いる。

　なかでも、フィリピン国が食糧需給達成可能な土地と水資源を有しながら食用作物を輸入せざ

るを得ない最大の原因として、雨期の洪水や乾期の干ばつなどの自然現象に対し、農業生産基盤

の整備水準がきわめて脆弱であることが指摘されている。具体的には、フィリピン国内で灌漑設

備が整備されているのは灌漑可能面積約300万ヘクタールのうち43.2％であり（1999年）、また灌

漑施設を有する農地においても、実際に灌漑されている面積の割合は、雨期で約72％、乾期で約

63％にとどまっている。これに対し現政権は、2025年までに灌漑可能総面積のうち73.8％の灌漑

を達成することをめざしている。

　しかしながら、同国の灌漑事業の開発、運営、維持管理を担っている国家灌漑庁（NIA）は、財

務管理、会計処理、組織運営体制、灌漑事業の水利費徴収システムなどの面で多くの問題を抱え

ており、これが同国の灌漑事業を停滞させる原因となっている。こうした状況のもと、今後の効

果的な灌漑事業の実施、ひいては農業セクターの発展のためにも、灌漑事業の実施のあり方を含

めたNIAの早急な運営改善の必要性が指摘されている。

　このためフィリピン国は、1997年にNIAの組織運営強化のための計画立案に係る技術協力を日本

政府に要請してきた。
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１－３　事前調査の目的

　フィリピン国の灌漑事業を円滑に実施するために、同国の灌漑事業の開発、運営、維持管理を

実施する国家灌漑庁（NIA）について、その運営強化に向けた具体的改善策を提言する。今回は、

実施調査の内容について先方政府と協議を行い、実施細則（I/A）に署名することを目的として、

事前調査団を派遣した。

１－４　実施細則（I/A）協議概要

　３月15日にMr. MANUEL S. AREVALO（NIA長官）の出席のもとI/A協議を行い、双方は基本

的に合意に達した。主な合意事項は以下のとおり。

(1) 調査名の変更

　要請時の英文タイトルは「The Study on the Introduction of New Management System

for NIA」であるが、本調査では既存のシステムの改善を通じてNIAの運営強化をめざしてい

ることから、これを「The Study on Strengthening of NIA's Management System」に変更

することを説明し先方の合意を得た（M/Mに記載）。

(2) IA及びCISsの取り扱い

　先方より、水利組合（Irrigators' Association: IA）に対する支援プログラムならびにCISs

に関してNIAが果たすべき役割についても提言を行うべきであるとの指摘があった。これに対

し調査団は、本格調査ではこの点についても十分に考慮し、I/Aの「III 2-1 (3) improvement

plan for irrigation projects/systems management」にて提言を行うことを説明し、先方の合

意を得た（M/Mに記載）。

(3) マニュアル作成について

　1997年の要請書において、フェーズⅡの作業として技術マニュアルの作成が挙げられている

のに対し、マニュアル作成については開発調査では対応が困難であること、専門家派遣等の他

スキームでの対応を検討する必要があることを説明し、今回調査からは削除することで合意し

た。

(4) ＜II. OBJECTIVES OF THE STUDY＞(a)について

　当初案では「～effective implementation of irrigation projects, and」としていたが、先

方より、ここでの目標にはプロジェクトの実施のみならず、既にプロジェクトが完成している

状況を表す「system」も含まれるべきであるとの指摘があり、「～effective implementation
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and operation of irrigation projects/systems, and」に変更した。以下、paragraph 1-5、2-1

についても同様に変更した。

(5) ＜III. SCOPE OF THE STUDY＞1-3について当初案では「～estimate the total volume

of irrigation projects to be covered by NIA in the future」としていたが、先方より「～

estimate the total number and hectarage of irrigation projects to be undertaken by NIA in

the future」とする旨の提案があった。調査団は、当方が想定している内容と齟齬はなく、ま

た作業内容がより明確になると判断しこれに合意した。

　さらに、３月16日、３月20日に調査団作成の修正I/A案及びM/M案について双方で協議を行った

結果、最終的に付属資料（添付）のI/A及びM/Mの内容で合意に達した。修正I/A案に対する先方の

主なコメント及び調査団の対応は以下のとおりである。なお、M/Mについては先方からの特記す

べきコメントはなかった。

(1) Equipment Managementについて

　NIAより、Equipment Managementについても提言に含まれるべきであるとの指摘があっ

た。これに対し調査団は、Equipment Management（機材貸出等）はNIAの重要な収益源で

あることから、財務上の現況分析を行ううえでは当然これも含まれること、また改善計画の中

でもEquipment Managementに関する提言を行うことを想定している旨説明し、先方の合意

を得た。

(2) NIAの事業実施能力の評価について

　DAより、I/A「1-4現況分析」の(3)として「absorptive capacity of NIA for project

implementation」という項目を新たに加え、NIAの事業実施能力（ODA受入れ／実施能力）

についても分析・評価すべきであるとの意見が出された。これに対し調査団は、NIAの事業実

施に係る問題点及び実施能力等は、本調査において組織経営上、財務上の分析を行う結果必然

的に明らかにされるものであること、したがって特に改めて表記する必要はないことを説明

し、先方の合意を得た。
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１－５　事前調査団構成

１－６　調査日程

担当業務 氏　　名 所　　　　　属 期　　間
総　　括 須藤　和男 国際協力事業団　フィリピン事務所次長 3/13～3/23(現地参加)
開発政策 野澤　勝美 亜細亜大学　国際関係学部教授 3/13～3/23

灌　　漑 山内　勝彦
農林水産省　構造改善局建設部水利課
課長補佐

3/13～3/23

組織経営 安楽　　究 朝日監査法人　公認会計士 3/13～3/25

調査企画 丸山　鈴香
国際協力事業団　農林水産開発調査部
農業開発調査課職員

3/13～3/23

月日 曜日 調　　査　　工　　程 宿泊地
3/13 月 成田(9:55)＝JL741＝マニラ(13:10)

JICA フィリピン事務所打合せ
JICA 専門家打合せ

マニラ

3/14 火 NIA 表敬
I/A 協議

マニラ

3/15 水 I/A 協議、M/M 協議資料・情報収集 マニラ
3/16 木 国際協力銀行（JBIC）マニラ駐在員事務所訪問

アジア開発銀行（ADB）訪問
団内打合せ

マニラ

3/17 金 現地踏査
－NIA Tarlac PIO
－Pump Irrigation System and Communal Irrigation System
－NIA UPRIIS Office

カバナトゥアン

3/18 土 現地踏査
－UPRIIS District-1 Office
－Pantabangan Dam

マニラ

3/19 日 資料整理 マニラ
3/20 月 資料・情報収集 マニラ
3/21 火 I/A 及び M/M署名 マニラ
3/22 水 日本大使館報告

国家経済開発庁（NEDA）報告
JICA フィリピン事務所報告

マニラ

3/23 木 ＜野澤、山内、丸山＞
マニラ(14:30)＝JL742＝成田(19:40)

＜安楽＞
資料・情報収集

マニラ

3/24 金 － 資料・情報収集 マニラ
3/25 土 － マニラ(14:30)＝JL742

＝成田(19:40)
－
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１－７　主な訪問先及び面会者

(1) National Irrigation Administration (NIA)

１）Central Office

　Mr. Manuel S. AREVALO Administrator

　Mr. Isidro R. DIGAL Assistant Administrator for System Operation and

Equipment Management

　Mr. Dominador D. PASCUA       Manager, Corporate Planning Staff, Office of the

Administrator

　Mr. Edilberto B. PUNZAL Department Manager, Project Development

Department

　Mr. Edilberto B. PAYAWAL      Department Manager, Systems Management

Department

　Ms. Cleofe G. GLORIA Department Manager, Treasury Department

　Ms. Priscilla P. GRANA Acting Department Manager, Controllership

Department

　Mr. Abelardo Y. ARMENTIA       Division Manager, Plan Formulation Division, Project

Development Department

　Ms. Evelyn DE GUZMAN Division Manager, Organization and Method Division,

Management Service Department

(2) Department of Agriculture

　Ms. Cecilia Q. ASTILLA Officer-In-Charge, Director, Project Development

Service

(3) Department of Budget and Management

　Ms. Nora C. OLIVEROS       Director, Foreign Assistant Projects Bureau, BMB-E

(4) National Irrigation Administration (NIA)

１）Tarlac Project Irrigation Office (PIO)

　Mr. Vicente R. VICMUDO Project Manager

　Mr. Teodoro M. NORTE Division Manager

　Mr. Marians A. ALVIOR Institutional Development Officer
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２）Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems (UPRIIS) Project Office

　Mr. Antonio S. NANGEL Operations Manager

　Mr. Carlito M. GAPASIN Head, Operations Section, Engineer and Operations

Division

　Mr. Benjamin D. Laurente UPRIIS Confederation and Farmer Irrigators

Association (UCFIA)

３）UPRIIS District-1 Office

　Mr. Roberto E. PASCUAL District Chief

　Ms. Cecilia M. FRANCISCO      Supervising Engineer

　Mr. Alejo S. AGBAYANI Administrative Officer

　Mr. Wilfredo C. RAMOS Operations Engineer

(5) Asian Development Bank (ADB)

　Mr. Jeremy H. HOVLAND       Chief, Office of Cofinancing Operetions

　Mr. Muhammad A. MANNAN        Manager, Agriculture and Social Sectors Development

(East), Forestry and Natural Resources Division

　Mr. Tetsuro MIYAZATO       Senior Project Engineer

(6) World Bank (WB)

　Mr. Shed HUSAIN       Senior Economist, Rural Development and Natural

 Resources Sector Unit, East Asia and Pacific Region

(7) 日本大使館

　植野　栄治 一等書記官

(8) 国際協力銀行（JBIC）

　西片　高俊 マニラ駐在員事務所　駐在員

(9) 国際協力事業団（JICA）専門家

　竹内　兼藏 National Irrigation Administration

　太田　孝弘　　 Department of Agriculture
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(10) JICAフィリピン事務所

　小野　英男 所長

　飯田　鉄二 所員
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第２章　本格調査への提言第２章　本格調査への提言第２章　本格調査への提言第２章　本格調査への提言第２章　本格調査への提言

２－１　調査の基本方針

(1) 全体的な動向の把握

　ここ数年はNIAの組織体制、灌漑事業のあり方が大きく変わる節目の時期といえる。した

がって、調査の開始に先立ち、まずフィリピンの政策的動向という大きな流れを踏まえたうえ

でNIAの組織運営の方向性を見定める必要があろう。

　具体的には「中期フィリピン開発計画」（1999～2004年）の中でうたわれている基本的政策

（食糧安全確保、貧困緩和等）、その基本的政策の中で農業分野が担うべき役割、灌漑開発の

重要性を把握したうえで、NIAのおかれている状況と今後の方向性、本調査で取り扱う範囲を

正確に見定めることが求められる。

(2) 組織運営分野と灌漑分野の両調査の効率的連携

　本調査は、NIAの運営強化に向けた具体的改善策の提言を目的としており、具体的にはNIA

の組織体制、財務／会計システム、水利費徴収システム等が想定される。こうしたNIAの運営

強化計画を策定する際には、必然的にNIAの主業務である灌漑事業の現状と課題、将来の方向

性を把握することが必要になることから、特にフェーズⅠにおいては灌漑状況、灌漑施設の整

備状況などについても基本的な調査を実施し、その結果を本調査の目的である組織運営分野の

改善計画立案に随時有効に反映させることが重要であろう。

２－２　調査実施体制

(1) 他ドナー／機関との連携

　WB、ADB、JBICはフィリピン国における灌漑事業、水利組合強化、NIAの運営等に関し

豊富な経験を有しており、既存事業の成功例と課題をレビューすることは本調査にとって有効

であろう。

　また、今回調査で訪問した際には、これらの機関もNIAの運営強化をめざす本調査に対して

大変期待を寄せていることが確認された。本格調査にあたっては、こうした関係機関と密に連

絡をとり定期的に情報交換を行うこととしたい。

(2) 計画の実現へ向けて

　NIAの運営改善に関しては、上述のとおり他ドナー／機関が調査を実施し提言を行ってきた

にもかかわらず、現在に至るまでそれがほとんど活用されていない状況である。これは、NIA

自身がこれらの計画を「実現不可能な計画」であると認識していることに最大の理由があると



－9－

分析されるため、本調査においてはボトムアップによる運営改善計画の策定や審議会の設置

等、いかにして提言を実質的な運営改善に結び付けていくか工夫していくことが重要である。

具体的には、以下のような点に留意しながら調査を実施することとする。

１）調査手法

　現状に即した実現可能な計画を策定するために、調査の実施に参加型手法を採用する。具

体的には、例えばNIA職員対象のPCMワークショップを開催し運営の実情と職員の意識を

把握、その結果を計画に反映させることも有効な手段である。なお、参加型調査を実施する

際には、中央と地方事務所、管理職と一般職員等の偏りがないように留意する必要がある。

２）調査実施体制

　本調査では、調査の効率的な実施をめざし、Internal Task ForceならびにInter-Agency

Coordination Committeeが設置されることになっている。さらに、NIA側の意向を十分に

反映させた計画を策定するためにInternal Task Forceで実質的な作業を行い、その内容を

Inter-Agency Coordination Committee（＝審議会）にて承認するという審議会方式に則っ

て調査を実施する予定であり、これを確実に機能させることが、NIA側が本調査結果を自ら

の責任で実現化するための基本的ステップになると考える。

　調査の過程においては、Internal Task Forceとの共同作業で進められた調査の結果を定

期的にInter-Agency Coordination Committeeに報告し、十分に合意を得ることが重要であ

る。

２－３　調査内容

(1) 農業開発政策

１）農業開発をめぐる環境

　ラモス政権末期においては、アジア通貨危機、またエルニーニョ現象などの異常気象に直

面し経済環境は逆風になった。農業生産においては穀物、とりわけコメとトウモロコシの生

産が急減した。この結果、1998年にはコメを217万トン輸入するに至った。フィリピン政

府、援助関係者は異常気象をこの理由としてあげるが、それ以前からコメ輸入は急増傾向に

あり構造的な欠陥があると考えられる。本調査では、この原因を見定める必要があろう。

　また、ウルグアイ・ラウンド終結で農産品の市場開放が日程にあがっているが、競争力強

化のための基金設置は大幅に遅れている。こうした状況下で市場開放のインパクトをいかに

吸収し、直面する課題を克服するのかということも念頭に置いて調査をすることが求められ

る。

２）経済開発目標

　まず、構造調整下にあっていかにして農業・農村開発という財政動員の必要な政策を実現
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するのか、開発計画の実現性を検証する必要がある。次に、同開発計画をうけて策定される

「中期農業開発計画」（1999～2004年）がいかなる基本方針で取り組まれるのか十分に把握

し、同農業開発計画における目標達成の制約要因と克服課題を明確にする。

　農漁業近代化法（AFMA）に関しても同様に、AFMAをうけて策定されるべき「農漁業近

代化計画」（AFMP）の基本方針を把握し、その方向性を分析する必要がある。

　以上の認識のもとに、当面の2002年までにコメなど自給をめざす一連のマカマサ計画に関

しては、その実行に際しての制約要因と克服課題を明らかにする。

(2) NIAを取り巻く環境とNIAの位置づけ

１）灌漑事業の背景

　最初にNIAの置かれた現状を正確に把握する必要がある。NIAの権限強化は1960年代にマ

カパガル政権によって、1970年代にマルコス両政権によってなされた。いずれも深刻な経済

低迷、農村不安、食糧不足に対処するためであった。その意味で、今日、NIA問題が浮上す

る素地はある。しかし環境が異なり市場機構を媒介することになり、費用便益を考慮し、受

益者負担、参加型が採られることになった。

　以上の認識のもと大統領の水利費廃止発言、行政命令第17号布告に関しては論点を整理

し、展望を構築する必要がある。

２）NIAをめぐる経済環境

　NIAの置かれた現況を財政面から明確に把握する必要がある。まず、財務省の見地から

は、食糧庁（NFA）など農業省関連の政府企業を対象とした民営化動向を確認する。また、

予算管理省の見地から灌漑事業を中心としたNIAに関する各種予算配分の現況を把握する。

NIA自身の取組課題としては、中長期的課題であったNIA合理化の実施が俎上にあり、この

ため「1999年NIA合理化提言」に検討を加える必要がある。

３）開発計画におけるNIAの役割

　NIAの役割を明確にすることは、本調査にとって最も重要な課題である。すなわち、農漁

業近代化法（AFMA）では国営灌漑システム（NIS）の支線水路、農地施設を水利組合に移

管、共同灌漑システム（CIS）の関連施設・資産を地方自治体に移管することとなっている

が、水利組合、地方自治体の受容能力向上とそれに向けたNIAの技術、資金面での支援体制

について検討を加え、新たな状況下におけるNIA、水利組合（IA）、地方自治体の間の役割

分担、CISに対するNIAの関与のあり方などを明確にすることが重要である。

　また、NIAと中期開発計画との関係では、新規「NIA灌漑開発計画」の全体像とコメ生産

計画との整合性を確認し、NIAの指導性を明らかにすることも必要であろう。
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(3) 灌漑事業

１）将来事業量の予測等

　行政命令第17号が少なくとも現政権の間は続くと予想される中で、維持管理コストを全額

受益者負担で賄うことが果たして適当かどうかといった点、これまで計画と実績に大きな乖

離があったことを踏まえ、いかにして将来事業に必要な予算を確保していくかといった点に

ついて十分な議論が求められる。

　限られた予算で上位の政策目標（食糧安保、貧困緩和）に最大限に貢献するためには新規

開発・リハビリ事業の効率的、効果的な実施が望まれる。このため、NISの施設の稼働状況

を定期的に把握するとともに、既存の開発調査結果や、NIAが独自に作成している資料・調

査結果を基に、新規／リハビリ事業の実施プライオリティーを総合的に検討できるようなシ

ステムの構築が必要であろう。

２）地方分権政策と灌漑事業の試み

　地方分権を受け、灌漑修復組合計画（BSPP: Balilatan Sagip Patubig Program）にみ

るような、農業省、水利組合、地方自治体の三者による共同灌漑システム修復事業が試みら

れているが、このような各種事例の検証、意味づけが必要である。

３）他省庁灌漑関連事業

　NIAのみならず他省庁で取り組まれている灌漑事業に関しても、現状を把握し検討する必

要がある。例えば、農業省の所管の小規模溜池プロジェクトなど地方自治体を基礎とする小

規模農業用水建設の事例は建設コストが低廉で実用的である。また、農地改革省の農地改革

コミュニティ開発プログラムには、農地改革対象地の灌漑建設に加え多目的協同組合支援プ

ログラムがある。多目的協同組合は農家所得向上に有効である。水利組合に対する開発組織

機能付与の可能性と限界の検証は、水利組合の資金源強化にむけた課題克服に参考となる。

４）水利費徴収システムと建設償還金回収システムの改善

①　NISの水利費徴収システム

　水利費徴収の改善にあたっては、徴収システムの改善とあわせて、IAの組織・技術・財

政面での強化や、post/pre harvestに対する支援も重要である。この点、タルラック州の

ポンプ灌漑地区におけるcooperativeの組織化は、フィリピン土地銀行の融資制度の活用

との点から注目に値するものと思われる。

　水利費徴収システムについては、実際の灌漑状況／効果発生状況の確認や水利費の徴収

を行う末端スタッフの不足、末端スタッフからの報告から農家への請求までのタイムラ

グ、末端スタッフからの報告内容の確認などといった技術的な課題への対応も必要と思わ

れる。

　このため、灌漑実施／受益の発生状況や水利費の徴収状況をモニタリングするための情



－12－

報システムをモデル的に整備することが望まれる。この場合、JBIC融資地区をモデル地

区として資金協力と技術協力の効果的な連携を図ることも視野に入れて対象地域を選定す

ることが適当と思われる。

②　CISの建設償還金回収システム

　CISのIAは農民に対して、水利費と建設償還金を区別せずに一括して請求している。こ

の場合、水利費はCISの運営活動のための資金としてIAで使用され、建設償還金の部分の

みがNIAに納められることになるので、CISとしては水利費部分を多めに、建設償還金部

分を少なめに考えるインセンティブが生じる余地がある。具体的にはCISの維持管理費用

をまず確保して、NIAへの建設償還金の支払額を決めている可能性が否定できないと思わ

れる。このような事態を回避するためには、CISの建設償還金について、契約タイプごと

に法的用件を明確化し、法律文書やフォームの統一するとともに、建設償還金の支払水準

の妥当性を現場の実態を調査して確認し、建設償還金が合理的に徴収できる前提条件を整

備することが有意義であろう。

(4) 組織運営

１）監査制度

　形式的には、監査委員会(COA: Commission on Audit)からNIA以外の組織の監査人（外

部監査人）をNIAに派遣して、監査を実施させている。本来、監査の過程で財務諸表に重要

な欠陥が発見されたならば、監査人は指導性を発揮して当該欠陥の修正をNIAに依頼し、財

務諸表がNIAの財政状態及び経営成績を適切に反映するよう努めなければならない。この役

割を有効に果たすためには、監査人の独立性が確保される必要がある。しかし当該監査人

は、NIAの建物の中にオフィスをあてがわれて常駐しており、NIA専属であり、監査報酬も

会計年度ごとに乱高下しており、独立性が実質的にみて確保されていない状況であると思わ

れる。さらに、売上債権の焦げつきや減価償却不足の問題を当然に認識しているが、なんら

NIAに対して指導性や影響力を行使し得ない立場にあるようである。

　本調査においては、ADBがNIAの透明性とアカウンタビリティーの確保についての調査

を行う予定となっているので適時に情報を入手し、調査結果を有効活用することが望まし

い。

２）将来の組織規模を前提とした援助

　本調査においては、NIAの将来の組織規模を前提とした運営能力向上計画を考案する必要

がある。具体的には、ターンオーバーの過程で生じる可能性のある余剰人員をどのように配

置し有効活用すべきであるか、また円滑なターンオーバーを実現するための法的問題や償却

不足の資産譲渡をどのように処理するかなどが問題となると思われる。
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　さらに、NIAの業務拡大が望めない現状では、現在の主要業務をまず正確に分析し、地方

事務所間の運営能力の格差をなくすることで全体のレベルアップを図ることが、実践的であ

ると思われる。この場合に調査団が彼らの実務を十分理解するために、NIAの地方事務所に

数か月駐在し、NIAとともに業務を行う過程で業務分析を行い改善活動を実践しながら、運

営能力強化のための提言を行い実行可能性のある組織能力向上計画を彼らとともに作成して

いくことが有意義であると思われる。

３）改善指標の設定

　意見差控の監査意見が出ているような状況では、財務状況や経営成績が目に見えて改善さ

れる可能性は著しく低いため、援助効果を図る指標として、地に足のついた実現可能なもの

を慎重に選択する必要がある。

　指標の例としては、業務分析の実施完了度、業務分析フローの作成実績、ジョブエイドの

作成実績、法律関係フォームの作成実績、それらの周知の方法と実践度、研修計画の立案と

その実施回数、修了書受領者人数等、具体的に数量として残るものを考えて、大きな飛躍よ

りも確実に援助効果が証明できるものを指標とすべきである。
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第３章　調査結果第３章　調査結果第３章　調査結果第３章　調査結果第３章　調査結果

３－１　農業開発と灌漑政策

　1986年に発足したアキノ政権にとっての優先課題は、マルコス政権下から繰り越された「負の

遺産」の清算であり、このためアキノ政権は政治的安定および経済再建に優先的に取り組んだ。

しかしながら政権基盤が不安定であるため政治、経済両面で難局に直面した。アキノ政権の後継

として1992年に発足したラモス政権は前政権の改革路線を踏襲し、政治的には、国民和解政策に

よるモロ民族解放戦線との和平協定調印など開発優先に向けた国民合意の形成を達成した。また、

経済的には規制緩和政策を加速させ、中央銀行改組、外銀自由化などをうけた貿易投資の増加な

ど改革効果が顕在化し、フィリピン経済はようやく持続的成長軌道への復帰を果たした。

　好循環に入ったかに見えた状況ではあったが、その後1997年アジア通貨危機の影響及びアキノ

＝ラモス政権下で続いた構造調整政策がもたらした国民各層における変革願望の台頭を契機とし、

1998年６月、「貧者のためのエラップ（大統領の愛称）」を掲げたエストラーダ政権発足につな

がった。そして、通貨危機に対処するための財政再建という厳しい状況下において、公約である

農業・農村開発を実現するとの困難な課題を担うことなった。

　以上のような認識にたち、本項ではエストラーダ政権により展開されている開発政策を農業・

農村開発計画から把握し、なかでも緊急課題となっている灌漑事業に焦点を絞り、フィリピン社

会経済の現況を述べ、今後の課題を展望する。

(1) 農業開発

１）農業開発をめぐる環境

①　ラモス政権の開発計画と農業発展

　ラモス政権期（1992～1998年）には、同政権により「中期フィリピン開発計画」（1993

～1998年）が策定された。同開発計画においては、マクロ経済目標として期間中のGDP成

長率を5.6～7.2％に設定したほか１、製造業主導による工業化を促進し、これを農業・漁

業・林業が支えることとし、農業関連工業センターを各管区地域に１箇所指定した。つま

り、工業と農業、都市部と農村部の均衡ある発展を企図したのである。しかしながら同開

発計画の実績をみると、期間中のGDP成長率は年平均3.0％と計画を下回った。とりわけ

1998年はマイナス0.5％と通貨危機の打撃を受けたことがわかる。なお、製造業不振にあ

えぐ経済を底支えすべき農業・漁業・林業部門がマイナス6.6％であった。この結果、貧

困世帯率の改善も遅れた（表3-1参照）。

　１ その後の好調な経済を反映し「改定中期フィリピン開発計画」（1996～1998年）においては1996～98年の

GDP年平均成長率を6.9～7.6％に上方修正した。
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　政府はこの理由として、エルニーニョ現象など異常気象、通貨危機による農業投入財価

格高騰などをあげており、そのうち後者については確かに農業予算支出の削減、肥料輸入

量の減少（表3-1参照）が認められる。一方、フィリピン農業が抱える構造的欠陥も指摘

されており、a)農業多角化の遅れ、b)国際競争力不足、c)農家の土地その他の生産資源不

足、d)環境悪化などがそれである。

②　農産物自由化への対応

　ウルグアイ・ラウンドの終結と世界貿易機関（WTO）の発足にともない、フィリピン

農業もこれに対応することになった。1996年３月に「コメを除く農産品輸入制限廃止法」

（RA第8178号）が施行され、コメ、トウモロコシなど５品目に関してミニマムアクセス

が導入された。これによると2004年までの10年間は数量規制を導入することになってお

り、具体的には、コメは2004年には22万4,005mt、関税率50％、トウモロコシは同21万

2,119mt、関税率は35％であり、これを越える数量には超過関税が課せられる。2005年以

降は関税化が図られるため、同法施行規則では農業競争力強化資金（Agricultural

Competitiveness Enhancement Fund）が導入規定されたが６、2000年度現在これは設定

されていない。

２）エストラーダ政権の開発計画

①　農漁業近代化法

　フィリピン農業の食糧自給が危機に達するとの認識から、農業開発の基本法としてラモ

ス政権期の1997年に成立したのが農漁業近代化法（RA第8435号、AFMA: Agriculture and

Fisheries Modernization Act of 1997）であり、これはエストラーダ政権に引き継がれ

ている。1997年６月には同法施行規則（省令〈AO: Administrative Order〉第６号）が

公布された。AFMAの目的は、a)資源ベースから技術ベース農業への転換、b)農業多角化

による所得向上、c)食糧自給の達成、d)農業の拡大統合、e)農民エンパワーメントの強

化、f)世界市場における競争力付与、g)農村工業の振興、h)生活の質向上、の８項目から

成るが、前３者が優先課題であるのは言うまでもない。AFMAの主要政策は７分野にまと

められ、まず第１に近代化計画の立案であり、これは具体的には農漁業近代化計画

（AFMP: Agriculture and Fisheries Modernization Program）の策定を指す。第２に

農業用地の確保であり、戦略的農漁業開発地区（SAFDZs: Strategic Agriculture and

Fisheries Development Zones）の指定をうたっている。そして第３に支援事業の提供で

あり、これには資金貸付、灌漑、情報・販売、農村インフラがあるが、うち灌漑に関して

は後述する。なお、これら３分野の他、人的資源の開発、研究開発、農業普及、近代化支

　６ Rules and Regulations for the Implementation of the Agricultural Minimum Access Volume (MAV)（1997

年農業省令第８号）、SectionⅢを参照。
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援資金調達がある。

　以上のように、AFMAにおいて、農業、漁業、林業の近代化をめざした基本理念を提示

したものの、現時点においては克服すべき基本課題に直面している。AFMAの実行計画と

位置づけられた上述のa)に規定するAFMPの策定は大幅に遅れ、完成は2000年12月になる

予定である。地域（region）、州（province）、ムニシパリティ（municipality、郡）レ

ベルでの実行計画を全国計画に統合するとの高度の専門性を有する作業となっている。b)

のSAFDZsの指定は土壌地図など基礎的データ解析が必要であるほか、総合地域開発の視

野にたった開発政策が求められている。g)の資金調達は、AFMAでは1999年会計年度に

200億ペソの予算措置を規定しているが、同年度の割当はゼロで、2000年度に223億ペソの

予算割当があったがうち181億ペソが近代化分（すなわちGATT対応の振り替え）とされ

た。また、通常一般予算は43億ペソと前年度33億ぺソと同様であり（表3-4参照）、

AFMAが新たな予算的裏づけに乏しいとの現状が浮き彫りになった。

②　エストラーダ政権の中期開発計画

　エストラーダ政権が策定した「中期フィリピン開発計画」（1999～2004年）の基本目標

は、持続的成長と貧困除去である。マクロ経済目標は、計画期間中のGDP成長率を5.2～

5.7％（エルニーニョ発生率０％の前提）としている。一方、貧困世帯率は計画最終年に

は25.9％に引き下げるとしており楽観的である（表3-5参照）。これらの目標達成の根拠

として、a)農業の回復、b)持続的な輸出成長、c)農業所得の下支え、d)農村商業活動の活

性化をあげている。このように開発計画では農業・漁業・林業部門に比重を置いており、

同部門の成長率を3.9～4.7％とし、内訳として、コメ（籾）7.7～8.7％、トウモロコシ3.9

～5.0％とした（表3-5参照）。なお、具体的な農業・農村開発目標は今後「中期農業開発

計画」（1999～2004年）に詳記されるが、同中期農業開発計画の策定は遅れている７。

　エストラーダ政権の上記開発計画における開発戦略をみると、農業・農地改革・林業部

門のキーワードは、持続可能な農村開発（SRD: Sustainable Rural Development）であ

る。SRDは開発体制を述べたものであるが、これまでの開発計画に比べると農業省、農地

改革省、環境天然資源省の連携を示しているのが特徴である。

　SRDモデルは、農業省（DA）、農地改革省（DAR）、環境天然資源省（DENR）の合

意による三者政策フレームワークで（図3-2参照）、SRD収斂モデルサイトとして９地区

を掲げている。これは、AFMAにおけるSAFDZsに相当するものと解される。そして、上

記３省間覚書によるとSRDモデルの運営については、運営母体として省間運営委員会、事

　７ 農業省の計画担当者によると「中期農業開発計画」（1999～2004年）はAFMPと同一の計画になるとの説明

があったが確認されていない。AFMPの対象は、中期開発計画（通例６年間）よりも長期的視野にたつの

で、これとは別計画と解した方が順当である。
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務作業部会の両組織を規定し、事務局は農地改革省に設置するとした。また、同事務局で

はこの地区を対象としたSRD地区投資計画案（AIPs: Draft Area Investment Plans）を

策定し、この資金として総額1,027億ペソを見積っている（内訳は、ルソン地方430億ペ

ソ、ビサヤ地方131億ペソ、ミンダナオ地方466億ペソ）。

③　農業開発の目標

(a) マカマサ・プログラム

　上記２）では、中長期の農業・農村開発計画の枠組について述べた。AFMPあるいは

中期農業開発計画が未策定であるが、短期的に当面の政策運営が求められている。農業

省による生産目標試算では、2004年に籾米生産は最大1,411万mt（精米は917万mt）、最

小1,333万mt（同867万mt）である。（表3-6参照）。農業省計画担当者によると、2002

年までにコメ、トウモロコシ、水産物の自給達成を目標としている８。

　上記目標達成にむけて以下の政策が取り組まれているのがアグリクルトゥラン・マカ

マサ（Agurikulturan MakaMASA〈「大衆のための農業」の意〉Program、以下マカ

マサ・プログラム）である。これは前出の重点生産地域（KPA）計画に類似したもの

で、ギントン・アニ＝コメがマカマサ・コメ、ギントン・アニ＝トウモロコシがマカマ

サ・トウモロコシに組替えられた。このほかの３品目に関しても同様で９、農業多角化

の継続を意味する。マカマサ・プログラムの目標は、a)食糧安全保障、b)貧困除去、c)

天然資源基盤の持続、d)社会的構成、e)グローバルな競争力、である。

主要穀物を対象としたマカマサ・コメは、農家純所得増に加え、食糧安全保障などを目

的に掲げ、1998年10月から2004年６月までを３局面に分け設定し、第３局面の目標とし

て平均生産性を5.0～7.0mt/haとした。これを受け、ビンヒア・サ・ララウイガン・プ

ロジェクト（Binhia sa Lalawigan Project、州別コメ種子農場計画）が発足したが、

これは高収量品種融資制度で「先植え・後払い制度」（Plant -Now-Pay-Later

Scheme）が基本である10。これには選択肢が２とおりあり、a)地方自治体（LGU）運

営のビンヒア・サ・ララウイガン・プロジェクトは、農業省が各州に100万ペソ、各自

治体100万ペソの協同出資による信託基金を設置し、これを回転資金とし自治体が2.5万

ペソ/haで種子栽培業者に融資するもの（基金は５年以内に政府に返済）、b)管区地域

　８ 2000年3月15日の農業省計画局長によると、この３品目に関して自給を大統領に誓約したとしている。

　９ 商品作物はアグリクルトゥラン・マカマサ・価値商品作物（従前のKCCDP）、漁業はアグリクルトゥラン・

マカマサ・漁業（従前のKFMDP）、畜産はアグリクルトゥラン・マカマサ・畜産（従前のKLDP）に各々

該当する。

　10 ビンヒア・サ・ララウイガン・プロジェクト実施要綱に関しては、1999年8月27日付農業省官房長発覚書

（Memorandum to All Regional Directors, RFUs I-XII, CAR and CARAGA, for Subject of Implementing

Guidelines of the Binhian sa Lalawigan Project）参照。
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フィールドユニット（RFU）運営のビンヒア・サ・ララウイガン・プロジェクトは農業

省がRFUに認可種子栽培業者からの直接種子調達資金を提供するものである。両制度に

おいて受益農民は収穫後15日以内に現物で返済するとした。

(b) マカマサ・プログラムの制約要因

　以上のように現行のマカマサ・プログラムは、食糧増産と農家所得向上を目的とした

ものであるが、これの実現には多くの克服課題がある。第１に支援事業の取り組みであ

る。新規灌漑施設の建設、既存の灌漑設備の修復が優先課題である。このほか価格安定

支援、農村信用の整備、農漁業受益者組織の資金強化、戦略的農漁業開発地区

（SAFDZs）の指定などである。第２に、これら支援事業を実行に移すための予算措置

である。前述のとおり2000年度は223億ペソが配分されたが、うち181億ペソが近代化計

画予算で中長期的視点からのプログラム重視で、経常予算は43億ペソときわめて限定さ

れたものとなった。

(2) 灌漑政策

１）灌漑政策の特質

①　灌漑政策の歴史的背景

　1963年６月、国家灌漑庁（NIA）設立法（RA第3601号）が制定され、NIAが発足した。

NIAの発足には当時の経済情勢の大きな変化があった。第２次大戦後には米政府支援の戦

後復興資金、またこれと連動したベル通商法による米経済との密接な関係により、周辺ア

ジア諸国に先んじて工業化が進展した。しかし、その後の輸入代替工業化政策の失敗など

構造的欠陥が顕在化し、経済再建が優先課題となった。1961年発足のマカパガル政権は

「社会経済統合開発５か年計画」（1963～1967年）を策定したが、その骨子は自由化

（デ・コントロール）政策の展開であった。経済の安定、苦境の克服、将来の基礎造りを

目標とし、ペソ切下げによる農産物輸出促進、コメ・トウモロコシの増産などが緊急農業

課題であった。同時期に、「1964年農地改革法」（RA第3844号）が成立するなど画期的

な政策が導入された。また、アジア各国では「緑の革命」が進行した11。NIA設立はこう

した要請ヘの時代の対応であった。食糧生産と財政再建を同じに達成すべく、水利費の受

益者負担が法律で明文化された。

　マルコス政権による戒厳令下の1974年９月に大統領令（Presidential Decree, PD第552

号）によりNIAの権限が強化され、国営灌漑システム（NIS）建設のみでなく共同灌漑シ

ステム（CIS）、ポンプ灌漑システムの維持管理を監督し、また建設コスト、維持運営費

の回収を水利費で賄う旨を規定し、さらには、NIAに外国融資契約権限を付与するとし

　11 1962年にはフィリピンに国際稲研究所（IRRI）が設置されている。
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た。これらの背後には1973年末の第１次石油危機による外貨事情の悪化があった。

　この２年前の1972年９月には大統領令（PD第27号）による農奴解放令が布告されてい

る。これは、中央政府主導による積極的援助・外資導入の門戸開放政策を受けた「コメと

道路計画」とされる開発政策の幕開けであった。1982年大統領令（PD第1702号）におい

てはNIAの資金強化を目的に資本金を100億ペソに増大し、また、プロジェクトコストの

５％をマネジメント・フィーとしてNIAの間接経費に充当する新たな資金源を創出した。

②　ポピュリズム政権とNIA

　アキノ＝ラモス両政権期（1986～1998年）の12年間のNIAは、1992年行政命令（EO）

第22号により公共事業道路省から大統領府に、同年省令（AO）第17号で更に農業省に所

管替えされたが、業務内容の基本的な変更はなかった。両政権下の経済政策が構造調整政

策であり、灌漑部門については改革の選択肢が限定されたことによる。

　これに対し、エストラーダ政権は前述のように「貧者のエラップ」を掲げたポピュリズ

ム12を基盤にしている。しかし構造調整下ではトゥールとなる予算がないため、これが事

態を混乱させている。1998年７月議会における施政方針演説13での「水利費廃止」発言が

あり、これが全国的に混乱を招き、関係者が対応に苦慮している現実がある。

③　水利費改定問題など

　大統領演説から１か月後、1998年８月31日付け大統領行政命令第17号により、国営灌漑

システム（NIS）水利費、共同灌漑システム（CIS）建設償還金の年賦額改定がなされ

た。エルニーニョ異常気象、通貨危機で影響をうけた農民救済の暫定措置として規定され

たもので、具体的には、①NISについては作付面積に対応した水利費の設定で零細農民の

負担を減らし、②CIS建設費については、水利組合による最低年1.0カバン/haの支払か、

または建設費の30％前払でその後の建設費年賦は免除することとした（表3-6参照）。さ

らに、プロジェクトのマネジメント手数料を現行５％から10％に引上げること及び水利費

廃止とNIAのCIS未収年賦額の棒引きに関し農業省による法制化を行った。これらは、各

機関に様々な反響を招いている。

２）NIAをめぐる経済環境

①　公共部門収支とNIA

　フィリピン国では財政赤字を総合的に管理すべく、1983年以降は公共部門の収支を統合

した総合公共部門収支（CPSD: Consolidated Public Sector Deficit）として把握してい

　12 輸入代替工業化政策の下で経済民族主義をたてまえに保護主義を説き工業労働者に対するばらまきを実行す

る伝統的ポピュリズムに対し、南米諸国の政権にみられる構造調整政策下におけるポピュリズムを、「ネオ

ポピュリズム」と定義することがある。

　13 Congress of the Philippines, The State of the Nation Address of President Joseph Ejercito Estrada: Ang

Hapon sa Pagkakaisa ng Sambayanag Pilipino, July 27, 1998. (Text).を参照。



－29－

る。CPSDには中央政府財政収支は当然のことながら、政府企業、政府金融機関、中央銀

行、地方自治体などが含まれる。ここに計上されている政府企業は主要政府企業13社であ

りこれにはNIAも含まれる14。これによると、13監視政府企業収支は、1998年度にマイナ

ス1,542万ペソ、1999年度にマイナス2,620万ペソ（以上実績ベース）、2000年度はマイナ

ス2,282万ペソ（予算ベース）である。一方、NIAの収支は、1998年度にマイナス１万ペ

ソ、1999年度にマイナス２万ペソ（以上実績ベース）、2000年度は11万ペソ（予算ベー

ス）と収支が均衡しており公的部門赤字の要因でない15。

②　政府予算とNIA

　中央政府予算のうち政府企業に対する予算支援項目には、補助金、出資金、純貸付の３

種類がある。NIAに対する予算支援につき1996年以降をみると、そのほとんどが政府企業

予算支援名目の勧奨退職金補助である。1999年度も同様に2,877万ペソの補助金が交付され

たが、2000年度はこれが打ち切られた（表3-7参照）。こうした補助金打切りは、NIA職員

の人件費削除という非常事態を招来し、NIAの農業省の部局への統合論議が出ている16。

　中央政府予算のうち、NIAの灌漑事業関係プロジェクト予算については、外国援助プロ

ジェクト（GATT対応、内貨・外貨）として1999年度は30億8,800万ペソ、2000年度は28

億3,200万ペソが計上された（表3-8参照）。これは、1998年度同予算とほぼ同額である17。

また、国内資金プロジェクトは1999年度には11億3,700万ペソに過ぎず、外国援助プロジェ

クトへの依存度の高さが明らかである。

③　行政改革とNIA

　すべての公共部門収支を統合した総合公共部門収支は、1999年度にはマイナス1,077億ペ

ソ（GNP比マイナス3.5％）になり、これは同制度発足以来最大となった。とりわけ、中

央政府財政収支はマイナス853億ペソに達している。これは、アジア通貨危機の影響による

歳入減が理由である。このため、歳出削減が焦眉の急となり各省庁に指示が出された。

　この前段にあるのが各省の行政運営組織合理化を義務づけた1992年予算管理省覚書命令

（MO）第27号、予算管理省回状第427号による同指針要領、1995年同第439号による外国

支援・国内資金プロジェクトにおける組織再編人員配置に関する指針である。

　さらに、1991年地方自治法（RA第7160号）により、共同灌漑システムのムニシパリ

　14 NIAは農業省傘下の政府組織であるが、大統領府所管の政府企業監視調整委員会（Government Corporate

Monitoring and Coordinating Committee, GCMCC）管轄の政府企業でもある。なお、政府企業は

Government Owned and/or Controlled Corporations (GOCCs)が正式呼称である。

　15 RP-DMB (1999b)を参照。

　16 "Gov't lacks funds for NIA salaries," The Philippine Daily Inquirer, March 21, 2000.を参照。

　17 RP-DMB(1999b)を参照。
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ティ、州への委譲が規定された18。以上を踏まえてNIAにおいても、1999年６月に遅れば

せながら「NIA合理化提言」（NIA Streamlining Proposal 1999）が策定され地方自治

体への委譲を規定された組織、人員はその前提で扱われている。

３）開発計画とNIA

①　農漁業近代化法（AFMA）

　先に述べたように農漁業近代化法（AFMA）及び同施行規則が制定され、資源ベースか

ら技術ベースの農業への転換がせまられている。農漁業近代化法第４章（灌漑）において

は、1991年地方自治法の規定にそった移管が規定され、国営灌漑システム（NIS）につい

ては支線水路、農地施設の水利組合への順次移管を義務づけ19、共同灌漑システム（CIS）

については５年以内に（2003年２月までに）計画・設計・運営、及び関連施設・資産を地

方自治体に移管するとしている20。

　課題は地方自治体の受容能力の向上をいかに達成するかである。NIAによる技術的支援

なくしてはAFMAに規定した灌漑施設移管の実現は難しい。

②　中期開発計画と灌漑施設

　エストラダ政権の「中期フィリピン開発計画」（1999～2004年）においては、計画最終

年の2004年には、国営灌漑システムは169万74ha、土壌・水管理局の灌漑建設は27万

6,441haで、計196万6,515haに達するとしている。このため同計画期間中には、国営灌漑

システム新規建設は34万5,748ha、国営灌漑システム修復は70万5,960haとしている（表3-

9参照）。これは、NIA事業計画において計画されたものと整合している。これらの実行

計画に関しては、新規「NIA灌漑開発計画」の策定を待つことになる。

４）灌漑政策

　農漁業近代化計画（AFDP）の策定が遅れるなかにあって、コメ増産などを目的とするプ

ロジェクトにはマカマサ・プロジェクトがあったことは先に述べた。NIAの次期の長期事業

計画策定が遅れるなかにあって現在取り組まれている計画は、バリカタン・サギップ・パ

トゥビック・プログラム（BSPP: Balilatan Sagip Patubig Program、灌漑修復組合計画）

である。BSPPは、政府出資の１億ペソを回転基金とし、農業省、水利組合、地方自治体が

共同で共同灌漑システム（CIS）の修繕・修復を行うものである。基本的には三者の費用分

担方式であり、水利組合が労働コスト、地方自治体が修復費（労働コストを除く）の50％、

農業省（基金）が同50％（同）を負担する21こととなっている。これは、地方自治体の灌漑

　18 Local Government Code of 1991, Section 17.(Basic Services and facilities)を参照。

　19 Agriculture and Fisheries Modernization Act of 1997 (AFMA), Section 30.を参照。

　20 Agriculture and Fisheries Modernization Act of 1997 (AFMA), Section 31.を参照

　21 バリカタン・サギップ・パトゥビグ・プログラム実施要綱に関しては、1999年9月灌漑庁長官覚書回状

（MC）第36号（Implementing Guidelines for the Balikatan Sagip Patubig Program）を参照。
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プロジェクト受容能力向上を目的としており、その効果が期待されている。

５）灌漑事業と他省庁との関係

①　農業省

　農業省土壌水管理局（BSWM: Bureau of Soils and Water Management）においては

小規模の農業用水施設が取り組まれている。小規模溜池プロジェクト（SWIP: Small

Water Impounding Project）、浅井戸（STW: Shallow Tubewell）、小規模農業貯水

（SFR: Small Farm Reservoir）であり、その地域は、1999年末現在実績でSWIPは４万

8,193ha、STWは11万6,045ha、SFRは２万９haと合計で18万4,247haに達する。これは国

営灌漑システムの27.4％に相当する。地方自治体を基礎とする小規模農業用水建設が必要

である。

②　農地改革省

　農地改革省（DAR: Department of Agrarian Reform）は、1993年から農地改革コミュ

ニティ（ARC: Agrarian Reform Community）開発プログラムに取り組んできた22。こ

れは包括的農地改革計画（CARP: Comprehensive Agrarian Reform Program）の具体

的実行内容である土地保有改善事業（LTI: Land Tenure Improvement）と受益農民開発

（PBD: Program Beneficiaries Development）から構成され、後者は社会的インフラ形

成強化と構造物インフラ支援事業がある。すなわち、共同灌漑システムの建設、修復が

ARC開発プログラムに盛り込まれている。この灌漑施設建設はNIAが担当し、CARP-IC

(Irrigation Component)（世界銀行支援はARCDP-WB、日本政府支援は（ARISP:

Agrarian Reform Infrastructure Support Project）と位置づけられている。

　上記のARCの社会的インフラ形成には多目的協同組合の形成支援プログラムがある。水

利組合と多目的協同組合の接点をどのような仕組みで構築するかが、今後の水利組合の活

性化を展望する際にヒントになろう。

(3) フィリピン農業開発の課題

　前述でフィリピンにおける開発課題を農業開発、灌漑政策に焦点をあてて述べてきた。フィ

リピン農業は厳しい状況に置かれている。第１に、コメ生産量の伸び悩みによりここ数年は構

造的なコメ輸入が続いている。第２に、農産物自由化が既定方針となっており、農産品の国際

競争力付与が緊急課題となっている。第３に、こうした状況にもかかわらずこれに対処する予

算、技術が不足している。第４に、さらに灌漑事業の地方自治体、水利組合への移管が決定し

　22 ARC開発に関しては次の論文を参照。野沢勝美（2000）「フィリピン農地改革と協同組合―西部ビサヤ地方

西ネグロス州及びイロイロ州の事例を中心に―」『国際関係紀要』亜細亜大学国際関係研究所　第９巻第

１・２合併号。
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ており、灌漑施設の予算、技術不足の深刻化が危惧されている。これはさらなる食糧生産減を

もたらすことになる。

　国家灌漑庁（NIA）の運営改善は、水利費徴収不足→灌漑施設の劣化→競争力低下→輸入増

→農業生産意欲減退→農業生産低迷→水利費徴収不足という「悪循環」の断ち切りを目的と

し、残された解決策として登場したといえる。NIAの新たな役割を見極めたうえで、慎重、か

つ早急な対応策の構築が求められている。

３－２　灌漑事業

(1) フィリピンの灌漑事業

１）概況

　フィリピン国の灌漑スキームは、国営灌漑システム（NIS: National Irrigation System）、

共同灌漑システム（CIS: Communal Irrigation System）及び私的灌漑システムに大別さ

れるが、NIAは、このうちのNISとCISの開発、運営、維持管理を行うことを目的として設

立されており、a)灌漑開発計画（Corporate Plan）の策定、b)NISの設計、建設、維持管理

及び受益農民からの水利費の徴収、c)CISの設計、建設及び受益農民からの建設償還金の回

収、d)建設機材の建設業者等へのレンタルを主な業務としている。なお、1992年に施行され

た地方自治法によりCISに関するNIAの業務は州政府に移管されたが、州政府の事業実施能

力・資金の不足等により実態上は依然としてNIAの関与が必要な状況となっている。

２）事業制度

①　国営灌漑システム（受益面積1,000ha以上）

　建設コスト（新規・リハビリ）は政府が負担し、NIAに対する出資として支出される。

NIAは事業費の５％を運営費として受け取り、事業を実施する。完成後の施設はNIAの財

産となり、NIAは農家（水利組合、IA: Irrigators Association）から徴収する水利費を

もって維持管理を行う。

②　共同灌漑システム（受益面積1,000ha未満）

　NIAが建設し、完成後はIAが維持管理を行う。建設コストはIA負担であり、所有権は

費用回収後（実施時に30％を前払いもしくは50年償還）にIAに移管される。

　なお上述のように、地方自治法によりCISの建設等については州政府に移管されている

が、総合農地改革プログラム（CARP）下で行われる灌漑事業については、農地改革省か

ら委託されNIAが実施している。

③　私的灌漑事業

　NIA以外が行う灌漑事業は私的灌漑事業として分類されており、この中には農業省が行

うSmall Water Impounding Project等も含まれている。
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３）実績

　1999年末現在の灌漑施設の開発状況は以下のとおりとなっている。

国土面積　　：30百万ha

可耕地　　　：10百万ha

灌漑可能地　：3.126百万ha

開発済み面積：1.350百万ha うち NIS 680,065 ha

CIS 496,103 ha

Private 174,200 ha

　また、NISにおける実際の灌漑状況を1990～99年の平均で見ると、雨期作72％、乾期作63

％で、年間136％の灌漑率（Cropping Intensity）となっている。

表3-10　国営灌漑地区（NISs）における灌漑面積の推移

４）NISsの維持管理

①　概況

　1998年現在、全国で179箇所のNISが運営されているが、水源から幹線水路については

NIAが、２次水路以下についてはIAが維持管理し、NIAによる維持管理に必要な費用は受

益農家から徴収する水利費で賄う方法が基本となっている。

②　水利組合への維持管理の移管

　IAへの施設の維持管理の移管は、世界銀行が融資中の灌漑維持管理支援事業フェーズⅡ

（Irrigation Operations Support Project II, IOSP II）などにより積極的に進められて

いる。1998年末現在、NIS、CIS併せて4,986の水利組合が設立され、うち4,498組合が

programed acutural
year

service
area wet dry total wet dry total

cropping
intensity, %

1990 620,964 510,601 409,413 920,014 480,526 382,587 863,113 139.0
1991 639,318 519,974 444,246 964,220 459,075 432,365 891,440 139.4
1992 645,789 518,318 429,458 947,776 460,014 399,597 859,611 133.1
1993 645,186 483,520 411,225 894,745 458,752 403,043 861,795 133.6
1994 628,741 474,413 400,596 875,009 468,507 408,903 877,410 139.6
1995 634,573 504,794 421,379 926,173 466,665 408,901 875,566 138.0
1996 651,812 500,794 395,923 896,717 474,436 407,612 882,048 135.3
1997 651,812 518,367 416,639 935,006 471,741 412,808 884,549 135.7
1998 669,767 527,573 401,559 929,132 458,964 371,427 830,391 124.0
1999 678,549 535,633 464,773 1,000,406 484,869 445,569 930,438 137.1
ave

('90-'99)
646,651 509,399 419,521 928,920 468,355 407,281 875,636 135.5

出所：NIA提供資料（Status of irrigation Development等）
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NIAと施設の移管に関する協定を結んでいる。協定が結ばれた面積を1999年末の開発済み

面積と比較すると、NISで約80％、CISで約65％となっている。またNIAは、施設の維持

管理、財務管理等に係る水利組合の能力向上を図るため、組織開発プログラム

（Institutional Development Program）を並行して実施している。

表3-11　水利組合への維持管理の移管状況（1998年末現在）

　なお、水利組合への移管は、次の３つのスキームによって行われている。

タイプ１

　水利組合は決められた区間について維持管理を行う契約。NIAは水利組合に対して一定

の金額を維持管理費として支出。

タイプ２

　NIA職員の代わりに水利組合が水利費の徴収を行う契約。NIAは徴収率に応じて水利費

の一部を水利組合に還元。

タイプ３

　建設費用を償還することを前提に、資産も含めて全面的に水利組合に移管する契約。資

産保持、維持管理の面でCISと同様の形態。

③　水利費徴収

　水利費は、実際に灌漑が行われた農地のうち、一定以上の収穫（40カバン／ha以上、１

カバン＝籾50㎏）があった受益農地（benefited area）から徴収されるが、NIA内部手続

きの遅延による請求書発給の遅れ、維持管理に関する受益者負担原則についての農家の認

識不足、徴収率改善のために導入した早期支払い割引制度の失敗等の様々な要因により、

Status
NISs CISs Total

Ⅰ．IA organization
　ａ．Number of IA organized 2,012 2,974 4,986
　　　Area covered, (ha) 650,036 337,741 987,777
　　　Number of farmers 450,509 254,129 704,638

ｂ．Number of IA registered with SEC 1,893 2,974 4,867
　　Area covered, (ha) 600,886 337,741 938,627
　　Number of farmers 397,717 254,129 651,846

Ⅱ．Memorandum of Agreement
　　Number of IA 1,709 2,789 4,498
　　Area covered, (ha) 548,981 318,367 867,348
　　Number of farmers 367,019 237,787 604,806

出所：NIA 1998 年次報告書
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徴収額は維持管理費用を賄う水準に達しておらず、例えばここ10年における、１年以内に

徴収すべき水利費の１年以内の徴収率は40～50％にとどまっている。

　加えて、前出のとおり、現エストラーダ大統領が水利費の免除を1998年７月議会の施政

方針演説で述べたため農民の水利費支払いに対する意識が一層低まったこと、この演説と

受益者負担原則を妥協させるため社会的水利費（Socialized Irrigation Service Fee rates）

が導入されたことなどから、NIAの維持管理に関する財政基盤は危機的状況に陥ってい

る。なお、現地の世界銀行やアジア開発銀行の灌漑開発担当者は、少なくとも現政権下で

は社会的水利費は継続されると予想している。

５）現地調査結果

　事前調査時に現地調査を行った灌漑地区の状況は以下のとおりである。

①　タルラック州事務所

(a) CIS（コンセプシオン郡）

　施設は1981年に建設された。受益面積150ha、農家数74戸。最近、農地改革コミュニ

ティ支援プログラムにより灌漑施設の改修とポストハーベスト施設の整備が行われた

（JBICのARISP事業の対象）。取水施設は、NIA州事務所の支援の下で、IAが雇用す

るwater manが管理、操作を行っている。水利費の徴収率は、作況にもよるが80～90

％。IAによる水路の維持管理状況は良好。

(b) ポンプ灌漑（コンセプシオン郡）

　JBICの地下水灌漑再活性化事業により整備された地区。農家は事業費の30％を負担。

受益面積45ha、農家数24戸。本地区では、IAの代わりにcooperativeを組織している

（フィリピン土地銀行（LBP）からの融資が利用できるため）。維持管理はNIAの監督

の下cooperativeが行っている。ポンプ運転経費を面積に応じて徴収している。整備後、

３作が行われているが維持管理状況は良好。

(c) UPRIIS地区（本部、District、パンタバンガンダム）

　全国的に見て水利費徴収率の低い地区であり、IAの育成強化と施設の移管、財政収支

の建て直しが課題。IAへの移管は、O&Mの移管（タイプ１）が３割、水利費徴収の移

管（タイプ２）が10割となっている。灌漑率は、1995年の151％から1998年には120％へ

と低下したが、1999年は154％へと上昇。水利費徴収率は1995年以降、38、44、55、30、

35％と推移。収支は、1995、97、98年に大きな赤字となったが、1999年はコスト削減に

より若干の黒字となった。

（District I事務所）水利費徴収の移管は形式的には10割だが、IAに十分な能力がない

ためNIAが補わざるを得ない。一方でフィールドスタッフが削減され、十分に手が回ら

ない。
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（パンタバンガンダム事務所）water shedの管理（replanting）はNIAの所管だが（違

法伐採はDENRの所管）、職員108人のうちwater shed関係は12人のみで、予算・人員

ともに不足。

(2) 灌漑開発計画

　NIAは、灌漑事業の実施にあたり、10年程度を対象とする灌漑開発計画（Corporate Plan）

を策定し、これに従って事業を実施している。

　この計画では、前期計画の評価や、灌漑開発にあたっての政治・財政・経済・国内面での課

題を分析し、短期的～長期的な戦略を立てている。また、この戦略に基づいて計画期間内の各

年における事業量と必要な事業費を算定しているほか、コメ生産量への影響も併せて分析して

いる。

　最新の灌漑開発計画は1993～2002年を対象期間として策定されているが、政府予算の慢性的

な不足からくる財源不足のため、自然災害の影響等を差し引いたとしてもきわめて低い達成率

となっている。例えばNISについてみると、計画では1993年から99年までの間に新規開発7.6

万ha、リハビリ20万haの事業を行うことが目標とされているが、実際に増大した受益面積は

3.2万haにすぎない。

　これにかえて、現在NIAは、「中期フィリピン開発計画」（1999～2004年）において位置づ

けられた新規開発34.57万ha、リハビリ70.6万haを目標として事業を行っているが、1999年に

おけるNISの受益面積の増加は9,000ha弱にとどまっており、これについても達成の見通しは

極めて厳しいと言わざるを得ない。

　なお、現在NIAは新しい灌漑開発計画の策定作業を行っており、2000年の第３四半期には確

定させたいとしている。この中では、NISに関して以下の事業量が目標として検討されている

（暫定値）。

表3-12

(3) 主要ドナーの援助動向

　事前調査時に世界銀行、アジア開発銀行及び国際協力銀行それぞれのマニラ事務所から聴取

した内容は以下のとおりである。

2000～2004 2005～2009
新規開発 376,277 ha 200,319 ha
リハビリ 729,165 ha 544,244 ha
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１）世界銀行

　現在、IOSP、WRDPを実施中（いずれも個別のNIS地区のリハビリ＋水利組合の育成強

化）。この中で、IA強化／施設の移管に関してパイロットプロジェクトを実施中であり、今

後、この成果をIOSP II、WRDPの全地区へ拡大する予定。

　また、施設のリハビリにあたっては、従来のゲート制御構造からproportional system（面

積に応じて自動的に配水できるような分水構造）へ転換するとともに、分水後のパイプ径を

（ローテーションブロックに即して）小さくするように整備している。これにより公平かつ

効率的な配水が可能となり、水利組合への移管が円滑に進められるものと考えている。

　また、水利費徴収に関しては、他のパイロット地区で従量制の導入を試行しようとしてい

る。

２）アジア開発銀行

　現在、ISIP II（NIS ９地区のリハビリ＋水利組合育成等）を実施中である。また、O&M

のコストリカバリーに関してTechnical Assistanceを実施中であり、８月にはレポート完成

予定。

３）国際協力銀行

　現在、アグサン川下流農業開発、パンパンガ下流デルタ開発、マリトボク・マリダガオ灌

漑、中部ルソン灌漑を実施中である。また、アグサン川下流農業開発に関連して、1996年に

NIAの財務強化策の分析、経営改善策の提言等について検討を行っている。

　こうした検討を踏まえ、従来のハード整備中心から、例えば中部ルソンではパイロット

ファームにおけるIA強化を先行させるなどしており、今後はソフト面も重視していく予定。

３－３　組織運営

(1) 財務状況

　NIAの財務状況は、アニュアルレポートによると、自己資本比率（資本÷総資産）は1993年

から98年に至るまで約６割をキープしており（98年度：64％）、高い財務安定性を示してい

る。しかし、1998年度のアニュアルレポートに対するCOA（Republic of Philippines

Commission on Audit）の監査報告書は意見差控（注）となっており結果的に監査を行わないの

と変わらない状況となっている。

注）監査意見には次の４つのパターンがある。

１）（無限定）適正意見：財務諸表が、適正に受託者の財政状態や活動成績を反映していることを認める旨の

意見。

２）限定付適正意見：特定の事項について条件がついているが、財務諸表全体としては、適正であることを認

める旨の意見。
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３）不適正意見：財務諸表が、適正に受託者の財政状態や活動成績を反映していない旨の意見。

４）意見差控：監査手続を適用することに重大な制限があり、監査意見の形成に必要十分な監査証拠が得られ

なかった場合に、監査意見の表明を差し控える旨の意見。

　このNIAのアニュアルレポートでは、1998年度において約500億ペソの総資産を有している

ことになっているが、監査報告書では資産の著しい過大計上を指摘しており、実態を反映して

いないと考えられる。具体的には、売上債権の回収可能性の評価が甘く、固定資産の減価償却

が著しく不足しており、適切に総資産の貸借対照表評価額を算定した場合、相当の評価減を行

わなければならないと考えられる。このような事態に陥った遠因を、援助の構造を勘案して推

定すると以下のようになる。

　まず、JBIC、WB、ADBはローン・アグリーメントのなかで、各プロジェクトごとに監査

済みの財務報告書の提出をNIAに義務づけているが、JBICとADBの監査報告書（COAが作

成）のサンプルを入手したところ、監査人の責任を限定した上で適正意見となっている。言う

までもなく、個々のプロジェクトが集計されてNIA全体のアニュアルレポートとなるので、

ローンの合意事項としては問題がないにしても、援助をする際にはNIA全体の財政状態を考慮

しなければならない。

　さらに、過去の援助の実現可能性調査では、収益性の判断基準として水利費等の回収可能性

を十分には考慮していなかったように思われる。すなわち、設備償却債権や売上債権を、現物

または現金で実質的に回収するNIAの組織能力を考慮していなかったため、プロジェクトを実

施すればするほど、減価償却不足（ダムの法定耐用年数と償却代金回収期間が50年で一致する

ため、償却費回収見合いで、減価償却を実施する予定であったと思われる）や売上債権の焦げ

付きが深刻化していった可能性も否定できない。

(2) 収益費用の状況

１）収益

　NIAの収入源の柱は、収入源に占める割合が低下傾向にあるにしても、依然として水利費

収入（1998年：オペレーティングインカムの約６割、総収入の約３割、約３億6,000万ペ

ソ）である。なお1998年度においては、この水利費収入の半分の金額が、機材レンタル収入

と建設償還金及びマネジメントフィーとなっている。

　参考として、1998年度のアニュアルレポートによる、NIAの収益構成を示すと以下とおり

である。
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収　　益　　（単位：百万ペソ）

水利費収入 　360（ 27％）

機材レンタル収入 　199（ 15％）

建設償還金（PumpとCIP） 　180（ 14％）

マネジメントフィー 　192（ 14％）

固定資産売却収入 　298（ 22％）

その他の収入 　103（　8％）

総収益（合計） 1,332（100％）

参考；1998年アニュアルレポート収益構成サマリー（百万ペソ以下切り捨て）

　今後は、農漁業近代化法（AFMA）及び中期フィリピン開発計画（1999～2000年）に基づ

いて作成されたNIA合理化提言（NIA Streamlining Proposal）の実施が予定されているた

め、収入源に占める水利費収入の割合が減少し、建設償還金の割合が増加していくことが予

測される。すなわち、AFMAが、NIAの水利費徴収や設備の維持管理といった機能や、設備

そのもののターンオーバーを積極的に推進することを定めており、その結果必然的にNIAの

機能が人員とともに縮小することとなり、水利費はNIAの主な収入源からはずれていくこと

になろう。このように、ターンオーバーの進捗度に応じて、NIAの収益構造が大きく変化し

ていくことになる。特に、特別損益である固定資産売却収入の増加が目立っているが、これ

はノンオペレーティングインカムであって、NIAの組織能力が強化されたとしてもそれに

よって直接増減しない項目である。さらに固定資産の減価償却状況に疑問がある現状を勘案

して収益の実現性に十分留意することが必要であろう　

　NIAの1998年度アニュアルレポートによると、オペレーティングインカムと、ノンオペ

レーティングインカムの比率はオペレーティングインカムが4割強で、ノンオペレーティン

グインカムが６割弱の割合となっている。

　参考として、1998年度のアニュアルレポートによる、NIAのオペレーティングインカム等

の構成を示すと以下とおりである。

収　　益 　　　　　　（単位：百万ペソ）

水利費収入 　360（ 27％）

機材レンタル収入 　199（ 15％）

建設償還金（Pump） 　25 （  2％）

オペレーティングインカム（合計） 　584（ 44％）

ノンオペレーティングインカム（合計） 　748（ 56％）

総収益（合計） 1,332（100％）

参考；1998年度アニュアルレポート

オペレーティングインカム等の構成（百万ペソ以下切り捨て）
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　オペレーティングインカムとは、NIAの本来の運営活動に伴って稼得された収益であり、

ノンオペレーティングインカムとはオペレーティングインカム以外の、NIAの本来の運営活

動に直接関連しない収益である。よって本来オペレーティングインカムが主な収入源であ

り、ノンオペレーティングインカムよりも多額となるのが自然である。しかしNIAの現状と

しては、上記のようにターンオーバーの進捗度に応じて、NIAの収益構造が大きく変化して

いく過程にあるため、オペレーティングインカムよりも、ノンオペレーティングインカムの

方が多額となっている。1998年度のアニュアルレポートに基づき、NIAのノンオペレーティ

ングインカムのうち、恒常的に発生する性質のものと、臨時的に生じるものを区分して示す

と以下のとおりとなる。　なお、金額の小さい重要性の低いものは臨時的に生じるものとし

て一括して取り扱っている。

収　　益　　　　　　　　　　（単位：百万ペソ）

（恒常的）

建設償還金（CIP） 　155（ 21％）

マネジメントフィー 　192（ 26％）

（臨時的）

固定資産売却収入 　298（ 40％）

その他の収入 　103（ 13％）

ノンオペレーティングインカム（合計） 　748（100％）

注） 建設償還金（Pump）と建設償還金（CIP）の区分計上について。

NIAでは、灌漑用水の供給に直接使用され、灌漑用水の供給量と使用量が比例関係にあ

るポンプ設備に関する償還金はオペレーティングインカムに含め、それ以外の建設償還

金（CIP）はノンオペレーティングインカムとして処理していると思われる。

　このように、恒常的に生じるノンオペレーティングインカム（建設償還金（CIP）とマネ

ジメントフィー）を合わせると、ほぼ水利費収入と同額となっている。今後のマネジメント

フィー（新規灌漑事業、つまり新しいプロジェクトが実施された場合の総予算額の５％を

NIAの運営管理のために使用できるシステム）が５％から10％へ増額される予定であること

や、NIA合理化提言の実施で収入源に占める水利費収入の割合が減少し、建設償還金の割合

が増加していくことなどを考慮すると、ターンオーバーの進捗度に応じて、NIAのオペレー

ティングインカムとはどのようなものか、すなわちNIAの本来の運営活動に伴って稼得され

た収益とはどのようなもなのか、見直す時期にさしかかりつつあるのではないかと思われ

る。
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　具体的には、現在のオペレーティングインカムとノンオペレーティングインカムの概念を

前提に組織運営の改善を考えるならば、現在のノンオペレーティングインカムに含まれる項

目は、NIAの本来の運営活動に伴って稼得された収益ではなく、本質的にコントロールでき

ないもの（組織能力とは無関係）であるため、NIAの組織能力強化という本プロジェクトに

おいては度外視して、オペレーティングインカムである水利費や機材レンタル収入等に焦点

をあわせた経営改善計画を考えていくことが論理的であろう。しかし、NIAの本来の運営活

動に伴って稼得された収益を見直す時期にさしかかっている現状においては、まずNIAの将

来像を見据えた上で、マネジメントフィーや建設償還金の経営上の位置づけを再認識し、オ

ペレーティングインカムとノンオペレーティングインカムの概念を再整理して、どの運営活

動が本来の活動であり、どの活動に組織運営努力を集中させるべきなのか、末端の従業員も

含めた組織全体としての合意を形成しなければならないと考えられる。

　現在の収益性の大きな問題としては、水利費及び建設償還金の回収率の低さが挙げられ

る。なお、調査中のインタビューの際にNIAの職員によっては、用語が正確に使われていな

い場合があったので、以下の事項を再確認すべきである。

①　水利費の回収率が５割弱であるといわれているが、これは１年以内に支払期限の到来す

る売上債権が現金になる割合である。１年内回収予定売上債権は、全売上債権の約２割で

あり、１年以上滞留した売上債権の回収率は２～３％なので（約２割の約に含めて）無視

すると、全売上債権に占める（翌年度の）回収率は、10％程度となる可能性が高い。

②　CISを管理しているIAから、NIAに支払われるべき、建設償還金の回収率が約２割であ

るといわれているが、これは１年以内に支払期限の到来する建設償還金の債権が現金にな

る割合である。この１年内回収予定分の、全償還金債権に占める割合は不明である。水利

費の場合を考えると全体の回収率は10％以下になる可能性が高い。

２）費用

　1998年度のアニュアルレポートに基づいて、NIAの費用構成の概要を示すと以下とおりで

ある。NIAの費用の約７割を人件費が占めているが、今後の人員削減が円滑に実行されるな

らば、相当の人件費削減が期待できると思われる。ただし、現状のNIAは過剰人員を抱えて

いるといわれているが、調査した範囲では、その論拠を明確にした議論がなされていないよ

うに思われる。NIAが理想とする類似機関の人員の数や構成を分析して、ベンチマーク等に

よる合理的方法で、適正人員を算出することがなされなければ、不適切な人員削減が行われ

る可能性も否定できない。本調査の過程で、業務分析等を通じて、NIAの労働力の現状を把

握して、正確に過剰労働者の数や年齢構成、運営活動ごとの人員構成等を調査して、過剰労

働者の有効活用や適切な人員構成の実現をめざすべきである。たとえば、今後NIAにおいて

は、インベントリーやGISの整備といった恒常的な業務の実施が期待される。さらに、広報
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活動等の業務も十分ではないと思われるので、過剰人員を有効活用することで、それらの業

務を充実させることも可能であろう。なお、機材レンタル収入がNIAにとって重要な黒字収

入源となっていると思われるが、どの程度の利益率になっているかについては、NIAが業務

内容ごとに費用を区分して把握していないので不明である。今後も重要な収入源となること

が期待できるため、機材レンタル収入に対応する費用を把握して、コスト管理を徹底させる

ことは有意義であろうと思われる。

費　　用　　（単位：百万ペソ）

人件費 1,093（ 67％）

減価償却費 　285（ 17％）

その他の費用 　260（ 16％）

総費用（合計） 1,638（100％）

参考；1998年アニュアルレポート費用構成サマリー（百万ペソ以下切り捨て）

(3) 援助の透明性とアカウンタビリティーの確保状況

　フィリピン国では、海外からのODA資金も含めたすべての公的資金の透明性とアカウンタ

ビリティーの確保のために、立法・行政・司法から独立した機関であるCOAが、公的機関に

対して監査を実施することを法的に義務づけている。当然に、NIAのODAプロジェクトに対

しても、NIAの連結財務諸表に各プロジェクトが合算されるので、監査が実施されることにな

る。この、監査の結果、NIAの財務諸表がNIAの財政状態及び経営成績を適切に反映している

かについて、監査報告書上で監査意見が述べられて、監査済みの財務諸表によって適切な報告

が行われることにより、公的資金の委託を受けたNIA（受託者）の、委託者（納税者等）に対

する説明義務が果たされ、NIAの受託責任が解除されることになる。しかし、NIAの連結財務

諸表に対するCOAの監査報告書は意見差控となっており、援助の透明性とアカウンタビリ

ティー確保のための手段が有効に機能していない状況となっている。

　ここで公的資金の委託を受けたNIA（受託者）の、委託者に対する説明義務が果たされて、

NIAの受託責任が解除されるには、適正意見（最低でも限定付適正意見）の監査報告書がつい

た財務諸表によって適切な報告が行われなければならない。しかし、前述のようにNIAの連結

財務諸表に対するCOAの監査報告書は、（資産の著しい過大計上を具体的に指摘しながらも、

監査範囲に制限があることを理由に）意見差控となっており、結果的に監査が行われていない

のとなんら変わりない状況となっている。

　このような状況から推測すると、過去においても（長年にわたり）、NIAにおいては公的資

金の透明性とアカウンタビリティー確保のための手段が有効に機能していない状況となってい
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た可能性がある。行政当局としても、NIAの報告システムの信頼性や、透明性とアカウンタビ

リティー確保の状況を疑問視せざるを得ず、AFMAでNIAのターンオーバーの積極的推進によ

る機能縮小や、公的資金の投入中止を宣言するに至った一因となったのではないかと思われ

る。
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